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BOOK SHELF
一
九
九
四
年
韓
国
で
は
、
韓
国
Ｋ
Ｂ
Ｓ

田
麗
玉
日
本
特
派
員
が
書
い
た
『
日
本
は

な
い
』（
原
題
の
日
本
語
直
訳
、
日
本
語

版
書
名
『
悲
し
い
日
本
人
』
た
ま
出
版

一
九
九
四
年
）
が
出
版
さ
れ
る
や
い
な
や

話
題
を
呼
び
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
外
交
官

の
徐
賢
燮
が
書
い
た
『
日
本
は
あ
る
』

（
同
、
日
本
語
版
書
名
『
日
本
の
底
力
』

光
文
社
　
一
九
九
五
年
）
が
出
版
さ
れ
、

続
い
て
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
、
大
学
教
授
、

主
婦
な
ど
様
々
な
人
々
が
日
本
滞
在
の
経

験
か
ら
日
本
の
文
化
や
日
本
人
の
習
慣
、

そ
の
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
韓
国
と
比

較
し
て
書
き
、
日
本
人
・
日
本
論
本
の
ブ

ー
ム
を
引
き
起
し
た
。
そ
の
後
一
九
九
○

年
代
の
終
わ
り
に
金
大
中
大
統
領
の
日
本

文
化
解
禁
の
政
策
転
換
に
よ
り
、
日
本
情

報
の
月
刊
誌
を
は
じ
め
日
本
・
日
本
人
を

論
じ
る
本
が
多
く
出
版
さ
れ
て
再
び
日
本

も
の
ブ
ー
ム
が
お
こ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
幾

つ
か
は
日
本
語
訳
版
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
な
か
か
ら
韓
国
人
か
ら
み
た
日
本
・

日
本
人
観
に
関
す
る
一
部
を
紹
介
す
る
。

第
一
は
日
本
滞
在
中
の
経
験
を
記
し
た

日
本
見
聞
録
で
あ
る
。
日
本
・
日
本
人
を

観
察
し
、
時
に
自
国
と
比
較
し
て
日
本
・

日
本
人
賞
賛
や
反
対
に
嫌
日
・
反
日
の
感

情
を
吐
露
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

な
か
に
は
客
観
的
で
真
摯
な
観
察
眼
で
書

か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
小
説
家
韓
水

山
著
『
隣
の
日
本
人
―
―
韓
国
か
ら
は
日

本
が
こ
う
見
え
る
』（
徳
間
書
店
　
一
九

九
五
年
）、
歴
史
学
教
授
金
鉉
球
著
『
金

教
授
の
日
本
談
義
―
―
韓
国
人
の
見
た
日

本
の
虚
像
と
実
像
』（
桐
書
房
　
一
九
九

七
年
）、
そ
し
て
前
出
『
日
本
の
低
力
』

の
徐
賢
燮
著
『
日
韓
曇
り
の
ち
晴
れ
』

（
葦
書
房
　
二
○
○
○
年
）
な
ど
が
あ
る
。

『
韓
国
は
日
本
を
見
習
え
―
―
滞
在
三
年
、

韓
国
エ
リ
ー
ト
官
僚
の
直
言
』（
文
芸
春

秋
　
二
○
○
○
年
、
原
題
の
日
本
語
直
訳

名
は
『
日
本
人
は
シ
ャ
ワ
ー
を
あ
び
な

い
』）
は
当
研
究
所
客
員
研
究
員
で
あ
っ

た
李
銅

氏
が
一
九
九
四
年
〜
一
九
九
七

年
に
見
聞
し
た
事
実
を
叙
述
し
て
い
る
。

第
二
は
韓
国
人
の
日
本
観
を
正
確
に
捉

え
る
た
め
に
ア
ン
ケ
ー
ト
の
方
法
で
デ
ー

タ
を
収
集
し
分
析
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

『
日
韓
二
十
一
世
紀
委
員
会
参
考
論
文
集

―
―
世
論
調
査
・
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
調
査
・

文
献
調
査
』『
日
韓
二
十
一
世
紀
委
員
会

最
終
報
告
書
』（
日
韓
二
十
一
世
紀
委
員

会
　
一
九
九
一
年
）
は
少
々
古
い
が
日
韓

二
十
一
世
紀
委
員
会
が
日
韓
両
国
で
そ
れ

ぞ
れ
対
韓
イ
メ
ー
ジ
、
対
日
イ
メ
ー
ジ
に

つ
い
て
の
全
国
調
査
を
ま
と
め
て
い
る
。

ま
た
佐
桑
徹
著
『
日
本
人
（
韓
国
人
）
は

好
き
だ
が
日
本
（
韓
国
）
は
嫌
い
―
―
日

韓
の
学
生
意
識
調
査
』（
日
新
報
道
　
一

九
九
八
年
）
は
日
本
と
韓
国
の
大
学
生
約

一
○
○
名
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
一
九

九
八
年
初
頭
実
施
）
結
果
を
分
析
し
て
い

る
。
小
島
康
敬
他
偏
『
鏡
の
な
か
の
日
本

と
韓
国
』（
ぺ
り
か
ん
社
　
二
○
○
○
年
）

は
国
際
基
督
教
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所

主
催
の
日
韓
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
（
一
九
九
六
〜
一
九
九
七
年
）

二
回
の
記
録
で
、
そ
れ
に
は
「
日
韓
（
韓

日
）
二
十
一
世
紀
委
員
会
委
託
の
共
同
研

究
調
査“

日
韓
相
互
の
イ
メ
ー
ジ
と
パ
ー

セ
プ
シ
ョ
ン‘

の
結
果
」
が
追
加
さ
れ
て

い
る
。

第
三
は
反
日
感
情
や
日
本
に
対
す
る
否

定
的
な
感
情
の
要
因
を
作
っ
た
の
は
、
解

放
後
の
韓
国
の
国
是
と
し
て
の
反
日
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
両
国
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

の
責
任
も
大
き
い
と
し
て
新
聞
・
雑
誌
の

報
道
の
し
か
た
を
特
定
の
事
件
を
例
に
と

り
検
証
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
西
岡
力
著

『
日
韓
誤
解
の
深
淵
』（
亜
紀
書
房
　
一
九

九
二
年
）
や
望
月
幹
夫
他
編
著
『
嫌
韓
反

日
の
構
造
』（
白
帝
社
　
一
九
九
七
年
）

が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
第

四
は
文
化
や
社
会
人
類
学
的
な
関
心
か
ら

日
韓
を
比
較
し
て
論
じ
た
も
の
で
呉
善
花

著
『
ワ
サ
ビ
の
日
本
人
と
唐
辛
子
の
韓
国

人
』（
祥
伝
社
　
二
○
○
○
年
）
が
あ
る
。

第
五
は
以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
れ
ら
の

分
野
と
は
別
に
、
韓
国
人
の
日
本
・
日
本

人
論
を
整
理
・
分
析
し
、
そ
の
特
徴
や
変

遷
を
概
観
で
き
る
図
書
で
あ
る
。
鄭
大
均

著
『
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
―
―
韓
国
人
の
日

本
観
』（
中
公
新
書
　
一
九
九
八
年
）
は

「
お
お
く
の
日
本
人
に
は
韓
国
人
が
今
な

お
日
本
を
怨
嗟
の
眼
で
見
つ
め
て
い
る
か

の
よ
う
な
思
い
が
あ
る
。（
略
）
韓
国
人

の
日
本
に
対
す
る
否
定
的
な
眺
め
や
肯
定

的
な
眺
め
が
韓
国
人
の
心
の
中
に
ど
の
よ

う
に
共
存
し
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い

る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
す
る
。
同

書
の
構
成
は
序
章
「
日
本
と
は
何
か
」、

第
一
章
「
世
論
調
査
」、
第
二
章
「
世
代

の
裂
け
目
」、
第
三
章
「
眺
め
合
い
の
軌

跡
」、
第
四
章
「
蔑
視
と
懐
疑
」、
第
五
章

「
も
う
一
つ
の
眺
め
」、
第
六
章
「
敬
意
と

賞
賛
」、
終
章
「
反
日
主
義
の
ゆ
く
え
」

と
な
っ
て
お
り
、
第
四
章
は
李
御
寧
教
授

が
日
本
滞
在
中
の
一
九
八
二
年
に
書
き
大

き
な
反
響
を
呼
ん
だ
『「
縮
み
」
志
向
の

日
本
人
』（
学
生
社
　
一
九
八
四
年
）
か

ら
書
き
起
こ
し
て
い
る
。
ま
た
鄭
大
均
著

『
韓
国
の
イ
メ
ー
ジ
』（
中
公
新
書
　
一
九

九
五
年
）
と
『
日
韓
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
―

―
新
し
い
眺
め
合
い
は
可
能
か
』（
三
交

社
　
一
九
九
二
年
）
も
あ
わ
せ
て
参
考
と

な
る
。

そ
の
他
、
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
編
集
部

編
『
文
献
目
録
日
本
論
・
日
本
人
論
の
五

○
年
　
一
九
四
五
〜
一
九
九
五
』（
一
九

九
六
年
）
は
巻
末
に
事
項
索
引
を
収
録
し

て
お
り
参
考
と
な
る
。

韓
国
ア
ニ
メ
学
会
の
設
立
人
李
元
馥
教

授
が
マ
ン
ガ
で
書
い
た
日
本
・
日
本
人
論

『
コ
リ
ア
驚
い
た
！
　
韓
国
か
ら
見
た
ニ

ッ
ポ
ン
』（
朝
日
出
版
社
　
二
○
○
一
年
）

が
い
ま
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
多
く
の
書
き
手
に
共
通
す
る
の

は“

日
韓
が
お
互
い
に
よ
り
深
く
理
解
す

る
た
め
に‘

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。

（
の
だ
　
み
よ
こ
／
図
書
館
図
書
整
備

課
）

野
田
美
代
子

韓
国
人
の
日
本
・

日
本
人
観

レ
フ
ァ
レ
ン
ス

コ
ー
ナ
ー
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一
九
八
○
年
代
後
半
以
降
、
多
く
の
途

上
国
の
開
発
過
程
に
お
い
て
国
内
市
場
を

対
外
的
・
対
内
的
に
開
放
す
る
と
い
う
政

策
が
指
向
、
実
施
さ
れ
て
き
た
。
社
会
主

義
国
は
市
場
経
済
体
制
へ
の
移
行
を
目
指

し
取
引
活
動
を
支
え
る
基
本
的
枠
組
み
を

確
立
す
る
法
改
革
を
、
ま
た
す
で
に
市
場

経
済
の
法
的
基
礎
を
有
し
て
い
た
途
上
国

は
市
場
原
理
を
重
視
す
る
方
向
で
既
存
の

法
制
度
の
改
編
や
再
設
計
を
行
っ
て
き
た
。

こ
う
し
た
市
場
経
済
化
ま
た
は
経
済
自

由
化
に
向
け
た
改
革
は
、
競
争
的
な
市
場

を
形
成
す
る
た
め
に
は
重
要
で
あ
る
。
し

か
し
、
新
古
典
派
的
な
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム

は
様
々
な
要
因
で
社
会
的
に
最
適
な
資
源

配
分
を
実
現
し
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
市

場
が
資
源
配
分
の
効
率
で
失
敗
し
な
く
て

も
、
そ
の
結
果
実
現
さ
れ
る
所
得
分
配
は

社
会
的
公
正
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ

ィ
ス
）
の
観
点
か
ら
は
容
認
で
き
な
い
よ

う
な
事
態
を
生
む
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、「
市
場
の
失
敗
」
を
補
完
し
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
を
実
現
す

る
た
め
の
法
的
枠
組
み
が
要
請
さ
れ
る
。

本
書
は
、
小
林
昌
之
編
『
ア
ジ
ア
諸
国

の
市
場
経
済
化
と
企
業
法
』（
ア
ジ
ア
経

済
研
究
所
、
二
○
○
○
年
）
の
姉
妹
編
で

あ
り
、
同
書
が
市
場
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に

対
応
し
た
法
、
例
え
ば
会
社
法
、
破
産
法
、

独
占
禁
止
法
な
ど
を
対
象
と
し
た
の
に
対

し
、
本
書
は
市
民
法
原
理
を
修
正
す
る
労

働
法
、
消
費
者
法
な
ど
に
焦
点
を
当
て
て

い
る
。
本
書
は
二
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、

第
Ⅰ
部
は
ア
ジ
ア
に
お
け
る
市
場
経
済
化

の
問
題
点
を
法
的
な
観
点
か
ら
横
断
的
に

究
明
し
、
第
Ⅱ
部
は
国
別
に
労
働
、
消
費

者
な
ど
の
法
領
域
を
論
じ
て
い
る
。
以
下
、

各
論
文
の
要
旨
を
紹
介
し
た
い
。

戦
後
ア
ジ
ア
諸
国
に
導
入
さ
れ
た
欧
米

型
の
近
・
現
代
法
は
、
一
面
で
は
「
資
本

主
義
法
」
の
特
質
を
持
ち
、
ア
ジ
ア
固
有

の
慣
習
的
規
範
や
伝
統
的
経
済
構
造
に
重

大
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
き
た
。
し
か
し

同
時
に
、
法
の
導
入
が
自
主
的
で
あ
れ
、

外
部
の
要
求
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
れ
、

法
も
ま
た
必
然
的
に
受
入
国
固
有
の
文
化

や
社
会
の
影
響
か
ら
免
れ
な
い
。

例
え
ば
、
第
一
章
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る

市
場
経
済
化
と
競
争
法
」（
本
城
昇
）
は
、

ア
ジ
ア
諸
国
の
多
く
が
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
欧
米
法
を
範
と
し

て
競
争
法
制
を
導
入
ま
た
は
強
化
し
て
き

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
場
シ
ス
テ
ム
整

備
の
不
十
分
さ
、
市
場
で
の
競
争
を
脅
か

す
財
閥
の
存
在
、
政
府
の
競
争
制
限
的
な

政
策
や
行
為
な
ど
各
国
の
固
有
要
因
が
維

持
さ
れ
て
き
た
た
め
、
そ
の
規
制
の
形
態

や
内
容
は
先
進
国
の
競
争
法
と
は
異
な
っ

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ま
た
、
現
在
、
法
改
革
・
司
法
改
革
は
経

済
発
展
を
目
的
と
し
た
支
援
の
重
要
な
課

題
と
な
っ
て
い
る
が
、
第
二
章
「
ア
ジ
ア

に
お
け
る
法
と
政
策
改
革
―
―
理
論
的
再

考
と
実
務
者
の
た
め
の
一
考
察
」（
シ
ャ

リ
フ
）
は
、
ド
ナ
ー
側
の
実
務
者
に
対
し

て
、
受
入
国
の
歴
史
、
政
治
、
社
会
、
文

化
お
よ
び
そ
れ
を
背
景
と
し
た
法
制
度
の

理
解
の
上
に
立
っ
た
支
援
が
不
可
欠
で
あ

る
と
注
意
を
促
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第

三
章
「
市
場
経
済
化
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー

―
―
慣
習
法
的
土
地
権
の
法
的
位
置
づ
け

の
諸
相
と
展
望
」（
杉
浦
孝
昌
）
は
、
別

の
角
度
か
ら
、
市
場
経
済
社
会
か
ら
相
対

的
に
独
立
し
て
生
活
を
営
ん
で
い
る
「
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
」
が
、
市
場
経
済
の
拡
大

に
よ
っ
て
独
自
社
会
の
崩
壊
の
危
機
に
直

面
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。

国
別
論
文
と
し
て
取
り
上
げ
た
中
国
と

タ
イ
で
は
、
消
費
者
法
を
事
例
と
し
て
い

る
。
い
ず
れ
の
国
の
消
費
者
法
も
消
費
者

と
企
業
と
の
力
の
格
差
を
考
慮
し
、
実
質

的
に
公
正
を
保
ち
、
実
効
性
の
あ
る
救
済

が
行
わ
れ
る
よ
う
立
法
上
の
工
夫
が
施
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
四
章
「
中
国
の

社
会
主
義
市
場
経
済
化
と
消
費
者
法
の
発

展
」（
小
林
昌
之
）
は
、
消
費
者
権
益
保

護
法
は
、
従
来
の
民
法
原
理
に
重
大
な
修

正
を
加
え
る
形
で
懲
罰
的
賠
償
金
制
度
を

設
け
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま

た
、
第
五
章
「
タ
イ
消
費
者
法
の
展
開
と

法
的
枠
組
み
」（
今
泉
慎
也
）
は
、
一
九

九
八
年
の
消
費
者
保
護
法
の
改
正
は
、
裁

判
手
続
き
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
問
題
を
解
決

す
る
た
め
に
、
消
費
者
に
代
わ
っ
て
消
費

者
保
護
委
員
会
が
訴
訟
を
代
行
す
る
制
度

と
消
費
者
団
体
へ
の
訴
権
の
付
与
を
導
入

し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

ベ
ト
ナ
ム
と
イ
ン
ド
で
は
、
労
働
法
を

取
り
上
げ
た
。
第
六
章
「
市
場
経
済
化
過

程
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
労
働
法
」（
石
田

暁
恵
）
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
労
働
法
は
、
労

働
者
保
護
と
同
時
に
、
国
家
建
設
や
近
代

化
な
ど
、
開
発
促
進
を
目
的
に
し
て
い
る

と
分
析
す
る
。
一
方
、
第
七
章
「
イ
ン
ド

に
お
け
る
経
済
自
由
化
と
労
働
法
の
諸
問

題
―
―
非
組
織
部
門
に
関
連
す
る
判
例
を

中
心
に
」（
佐
藤
創
）
は
、
判
例
分
析
を

通
じ
て
労
働
法
適
用
上
の
問
題
を
明
ら
か

に
し
、
イ
ン
ド
の
労
働
法
は
、
社
会
変
化

へ
の
対
応
と
同
時
に
法
の
適
用
範
囲
外
に

お
か
れ
て
き
た
弱
者
層
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
実
現
と
い
う
課
題
に
迫
ら

れ
て
い
る
と
論
じ
る
。

最
後
に
、
第
八
章
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社

会
的
市
場
シ
ス
テ
ム
の
発
展
に
関
係
す
る

法
の
諸
相
」（
ハ
ル
ト
ノ
＝
ス
ナ
リ
オ
）

は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
市
場
の
力
と

最
終
的
な
目
標
で
あ
る
社
会
正
義
と
の
間

の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
に
、
二
種
類
の

経
済
法
を
発
展
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
紹
介

す
る
。

（
こ
ば
や
し
　
ま
さ
ゆ
き
／
経
済
協
力

研
究
部
）

小
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